
 

（高専制度の沿革） 

 １９６２年に日本の高度経済成長を支える技術者養成に対する産業界の強い要請を受け

て高専を創設 

 １９７６年に長岡・豊橋の両技科大を創設 

 １９９１年に専攻科制度を創設。また、工業、商船以外の分野も可能に 

 現在の学校数は、国立５1校、公立３校、私立３校 

 国立高専については、２００４年に法人化。 

 独立行政法人 国立高等専門学校機構が設置・運営することになった。 

 これまで３０万人以上の卒業生を輩出。産業界を中心に、技術者、研究者、経営者等とし

て活躍。 

 

 

（高専学生の経済状況） 
国立高専の授業料 

    ２３万４，６００円（公立高校平均の約２倍） 

国立高専の学生を持つ家庭の年間収入 

    国立高専の学生は、家庭の年間収入５００万円 

    以下の学生が約３割に及ぶなど、苦学生が多い。 

   ※平成２１年度の国立高専の学生を 持つ家庭の経済状況は、年間収入５００万円以下

が３１．２％、３００万円以下が１１．０％。これに対し、内閣府の平成２１年の家庭状況

調査によれば、高校生のいる世帯では年間収入５００万円以下が２４．８％、３００万円

以下が６．９％。 

 

（参考：国立高専生の家庭の年間収入階層別学生数の割合） 

区分 

家庭の年間収入（万円） 

200万円

未満 

200～ 

300 

300～ 
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400～ 
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小計 
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800 

800万円

以上 

国立高専 5.9% 5.1% 9.3% 10.9% 31.2% 38.5% 30.5% 
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【国立高等専門学校の概要】 

 国立高等専門学校は、産業界からの強い要望に応え、中学校卒業段階から実

験・実習・実技を重視した５年一貫教育により、優れた実践的技術者を育成す

るための高等教育機関として１９６２年に第一期校が開校した。その後、制度

創設により全高専に専攻科２年を創設している。 

 技術革新、産業構造の変化及びグローバル化が急速に進展している現在にお

いても、企業を支える技術者として優秀な人材を輩出し、景気動向に左右され

ない高い求人倍率とほぼ１００％の就職率を有しており、高専卒業生は、産業

界を中心に非常に高い評価を受けている。また、日本の高等専門学校教育につ

いては、OECD をはじめ海外からも高く評価されているところである。 

 近時では就職のみならず、高専専攻科又は大学等への編入学などの進学者も

増加し、一層高度な知識・技術を身に付けた上で指導的な技術者・研究者とし

て活躍するなど、多様な進路選択が可能となってきている。 

       国立高専 ５１校（５５キャンパス） 

       学生数  約５２,２００人 

       教職員数 約６，３００人 

  

１．第一種奨学金の拡充、給付型奨学金制度の創設、奨学金返還免除 

○現在、授業料については減免等により、経済的困窮者や優秀学生への経済的

支援を行っている。 

国立高専の多くは各都道府県の地方部にあり、また、広域から学生が集ま

っていることから、学生寮に入っている学生は３割を超えている。自宅外の

１～３年生の奨学金受給額は、第一種奨学金の 10,000 円、又は 22,500 円（ど

ちらか選択）と決まっており、寮生活に必要な生活費は最低でも 1 か月４万

円程度かかるにも関わらず、この額ではとても学生寮での生活費をまかなう

ことができない現状である。 

（参考例）国立高専機構における民間企業等からの寄附による各種奨学金制度 

4.7 万円／月（平均）・給付 



  ⅰ）第一種奨学金の拡充 

このことから、第一種奨学金貸与額の拡充について検討をお願いしたい。 

    ⅱ）給付型奨学金制度の創設 

また、現在の奨学金制度は貸与制であるため、卒業後の返還について不

安に思う学生及び保護者が多く、奨学金の申請に踏み切れない学生がい

ると思われることから、奨学金を返還しなくてよい給付型奨学金制度の

創設について検討をお願いしたい。 

ⅲ）奨学金返還免除 

大学院において、在学中に特に優れた業績をあげたときしか認められて

いない、奨学金返還免除制度を拡充して高専枠の創設の検討をお願いし

たい。 

  

２．予約型奨学金の創設 

 ○高専本科卒業後、進学する学生は４割強おり、その内４割が専攻科進学、

残りの６割が大学編学となっている。高専本科で奨学金を受給していても、

専攻科へ進学する高専生、大学に編入学する高専生に対しては予約採用制

度がないため、進学後に奨学金の申請をする必要がある。一方、高校から

の大学進学の場合は、高校在学時に予約採用制度があり、同じ進学なのに

高専生は不利益扱いとなっているように見受けられる。これを解消し、専

攻科への進学、大学編入学者の予約採用制度の導入について検討をお願い

したい。 

また、新学期スタート時に多額の生活費がかかることから、４月から奨学

金を受給できる環境にしていただきたい。  

 

３．奨学金貸与基準の見直し 

 ○奨学金貸与を希望していても、現在の学力基準では無理と自認し奨学金申

請自体を行わない学生がいる。経済的に困窮した学生が奨学金を受給でき

ず、生活費を稼ぐために長時間のアルバイトを強いられることなく、学業

に十分に専念できるような環境が極めて重要であると考える。そのため、

学力基準を緩和し経済的に特に困窮している学生への救済措置の検討をお

願いしたい。 

 


